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●問合せ 五島市政策企画課 まちづくり推進班 ☎０９５９－７２－６７８２（直通）

『五島市ふるさと納税』のご案内

※１２月３１日までの
ご寄附が、当年度の所
得税の還付・翌年度の
住民税の控除の対象と
なります。
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をする

五島市ふるさと納税特設サイトなどで、申込みからクレジット決済まで簡単に手続きいただけます。

「ふるさと納税申請」から「確定申告」まで５ステップ！

ふるさと納税
特設サイトHP

くわしくは
コチラ↓

朝晩冷えるこの季節 。 ふるさと納税制度を利用 して 、 五島の美味 しい食材を使った
あった～いお鍋で 、 からだの芯から温ま りませんか？



ふるさと市民カードについて
○「ふるさと市民カード」に有効期限はありません。発行から事情があって脱退
（ふるさと市民転出）するまで有効です。
○「ふるさと市民カード」は表記人のみご使用ください。特典を受ける際にご提示
いただいておりますが、表記人本人様以外のご使用は認めておりませんので、ご
利用時はご注意ください。
○転勤などで住所やメールのアドレスなど変更が生じた方はご連絡ください。
毎月一度の五島市からの連絡がない方は、ご連絡ください。
○ふるさと市民の特典を受ける際は事前に特典提供先にご確認ください。
○コースの変更をご希望の方は事務局までご一報ください。
例えばメル友コース（無料）から「心の友コース」（年間１０００円）へ変更
したい方などです。
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心のふるさと市民事務局からのお知らせ

五島市市章

ふるさと市民を募集しています。
五島市外にお住まいで、五島市を愛する方

ならどなたでもなれます。ぜひ、ご友人、職
場の方にもご紹介ください。

五島市心のふるさと市民 検索

令和２年10月１日より、新たに五島市ふるさと大使を

委嘱しました。

両親の故郷である五島が「五感」の島、研ぎ澄まされた

島であると感じている和泉さん。女優と書いて、じゆうと

読む肩書で活動しています。

両親が他界してから頻繁に五島に来るようになり、現

在、老人ホームや引きこもりの子どもなどへ、一人芝居

（臓器パフォーマンス）や落語を披露しています。このよ

うなボランティアを通じて、心の傷を解消する活動を東

京・五島で行っています。

女優（じゆう）：和泉 妃夏さん

『五島市ふるさと大使』を委嘱しました。

ブログ
『和泉妃夏
自叙伝』

番組放送のお知らせ
五島市を特集したテレビ番組「シマで見つけたタカラモノ」が放送される予定です。

全国から移住を希望する人が増えている五島市。その理由とは何か？

移住者の思い、そして生活・地域とのふれあいのほか、世界遺産のシマ 「五島」の観光

スポット、豊かな海が育んだ新鮮なグルメが紹介されます。

●移住についての問合せ（地域協働課 移住定住促進班） ☎0959-76-3070

大瀬崎灯台


